
日 時：令和７年8月5日（火）
午前９時から午前１２時まで

会 場：敦賀市役所 １階 生活安全課１６番窓口

対 象：満６５歳以上の敦賀市在住の方

必要書類：運転免許証（有効期限内のもの）

免許証を返納した後は、車の運転はできません。
送迎又は敦賀市コミュニティバスをご利用ください。

６５歳以上の高齢ドライバーのみなさんへ

運転者教育センター、警察署で受付中の
運転免許自主返納手続きができる
出張窓口を敦賀市役所で開設します!

出張窓口では、警察による自主返納手続きと
市の自主返納支援事業手続きを同時に行うことができます。

ぜひ
ご利用ください！

本人申請に
限ります

問合せ ＜運転免許自主返納に関すること＞

敦賀警察署 交 通 課（TEL：0770-25-0110）
＜敦賀市運転免許自主返納支援事業に関すること＞

敦賀市役所 生活安全課（TEL：0770-22-8115）

運転経歴証明書

【敦賀市運転免許自主返納支援事業】も同時受付可能

支援対象者：自主的に有効期限内の全ての運転免許を
返納した満65歳以上の敦賀市民の方

支 援 内 容：バス及びタクシー利用券 20,000円分（有効期限３年）
（備考）市内路線バス（若狭線）、市コミュニティバス、ぐるっと敦賀周遊バス、

市内タクシー事業者（介護タクシーを除く）に使用可能です。

「運転経歴証明書」の必要な方は併せてお申込みください。
①証明写真（縦3cm、横2.4cm）
②手数料の事前納付

手数料納付システムによる交付手数料1,150円の
事前納付と12桁の申込番号（取引ID）が必要です。
※令和7年4月からは、手数料納付に県証紙を使用できません。

③返信用封筒及び460円分の切手（郵送希望者のみ）
（返信用封筒がない場合、敦賀署に２週間後くらいに受け取りをお願いします）

「運転経歴証明書」の
提示によりタクシー
運賃割り引きなどの
サービスを受けられ
ます。


